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第1 基本的な考え方

1 目的

本計画は，新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成2

4年法律第31号｡以下｢特措法｣という｡）第2条第1号の｢新型インフルエンザ等」

をいう。以下同じ｡）発生時において，想定される被害状況等に応じで；千葉地方裁判

所及び千葉家庭裁判所が求められる機能を維持し必要な業務を継続できるよう，適切

な対策を講ずるために策定するものである。

2実施体制

（1） 平常時の体制

新型インフルエンザ等の発生に備え，事務局等において，関係機関とも連携を図

り，情報収集に努める。

（2）発生時の体制

新型インフノ吃エンザ等が発生した場合には，千葉地方裁判所及び千葉家庭裁判所

としてその対策等を推進するとともに，業務継続の組織体制の構築と指揮命令系統

を明確化するための意思決定機関としてj地裁所長を本部長とする対策本部（別紙

1）を設置する。
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第2業務継続計画の前提となる被害状況等の想定

本計画は，新型インフルエンザ等の流行規模や被害規模が政府のガイドラインにお

いて想定されている以下の被害状況等と同様であることを前提として策定するもので

ある6

？ 国民の25％が，各地域ごとに流行期間（約8週間)の中でピークを作りながら

順次り患する。 り患者は， 1週間から10日間程度り患して欠勤するが，その大

部分は，一定期間の欠勤期間後に治癒し，免疫を得て職場に復帰する。

・ ピーク時(約2週間）に職員が発症して欠勤する割合は，多く見積もっても5％

程度であると考えられるが，職員自身がり患する場合のほか，家族の世話看護

等（学校・保育施設等の臨時休業や，一部の福祉サービスの縮小，家庭での療養

． などによる｡）のために出勤が困難となる場合,不安により出勤しない場合がある

ことを見込み，職員の最大40%程度が欠勤する。

Ｌ
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第3発生時の業務体制等

1 業務継続の基本的方針

千葉地方裁判所及び千葉家庭裁判所は，新型インフルエンザ等発生時においで，利

用者や職員の生命・健康を保護するために，新型インフルエンザ等の発生により新た

に発生し，又は業務量が増加する業務（以下「強化・拡充業務」という｡）を優先的に

実施するとともに，裁判所の最低限の機能を維持するために必要な業務（以下「一般

■
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継続業務」といい，強化・拡充業務と併せて「発生時継続業務」という｡）を継続する

．こととし，その他の業務（以下｢発生時継続業務以外の業務」という｡）は縮小又は中

断する。

2業務の分類

（1） 発生時継続業務

ア強化。拡充業務

‘ 新型インフルエンザ等に関する情報収集・分析，その連絡調整等の業務

・ 感染防止対策業務（庁舎管理等）

・ 人員体制，発生時継続業務等に関する指揮・命令等の業務

・ 業務の状況の国民に対する周知，利用者等からの問い合わせへの対応等

イ一般継続業務 ．

緊急性が特に高い業務（別紙2記載のとおり）

（2）発生時継続業務以外の業務（縮小又は中断業務）

緊急性や国民の権利利益に与える影響の大きさに応じて,優先すべき業務の順位

を別紙2のとおり定め,確保できる人員の数に応じ,優先順位の低いものから縮小

又は中断する。

3新型インフルエンザ等発生時の執務体制の確保

（1） 指揮。命令系統の確保

新型インフルエンザ等発生時に，業務上の意思決定機能を維持するため，各部署

において以下の事項を検討する。

・ 権限者のり患に備えて，代行者等を指名する。

・ 権限者と代行者等が同時にり患しないよう,可能な限り，伺時同場所の勤務

を避ける。

（2） 人員計画等の作成

人事事務担当者は，職員の新型インフルエンザ等のり患状況の把握に努め，随時

対策本部長に報告する。

対策本部は，発生聯隆続業務を適切に実施，継続するために必要な人員を確保す

．るための人員計画を策定する。

人員計画の策定に当たっては，発生時継続業務を適切に実施，継続するために必

要な人員を算出した上で，学校・保育施設等の臨時休業や介護サービスの不足等に

よる都合で出勤困難となる可能性のある職員や基礎疾患を有するため出勤困難とな

る可能性のある職員等を考慮するb

また，通勤時や勤務時の感染機会を低減するための勤務体制を整える。

（3） 業務の集約

対策本部は，管内支部及び簡易裁判所の人員体制等を考慮し，一般継続業務のう

ち令状事務等については，関係機関と調整の上，対応可能な本庁又は支部に集約す
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ることも検討する。

(4)特定接種体制の構築

対策本部長は,特措法第28条の規定による特定接種の実施が必要となった場合，
別紙3に基づき，速やかにこれを実施する。

4業務継続計画の発動。運用

政府が新型インフルエンザ等対策本部（特措法第15条第1項。以下「政府対策本

部」という｡）を設置した場合には，対策本部は，速やかに業務継続計画を発動する。

業務継続計画に基づく業務体制等の実施は，以下の各発生段階における運用を目安と

して， 当庁管内及び周辺庁の流行状況等に応じて対策本部が決定する。

なお，地域の流行状況は，地家裁総務課長において情報収集を行うものとし，訟廷

管理官，事務局課長，支部‘簡裁庶務課長は，所属の職員がり患した場合，速やかに

地裁人事課長又は家裁総務課長に報告する。

（1）海外発生期（国内では発生していない段階)

国内での発生に備え,対策本部等を設置して情報収集に努め,業務継続計画に修

正等を加える必要性の有無について検討し,縮小又は中断する業務や縮小内容等の

方針について関係機関への周知などをする。

（2） 国内発生早期（全ての患者の接触歴を疫学調査で追うことができる状態）

政府対策本部が国内発生早期に入ったことを宣言した場合には，当庁管内の実情

等も踏まえて，発生時継続業務以外の業務のうち，優先順位の低い業務を縮小又は

中断することや，欠勤者多数となった部署への応援体制も検討する。また,､新型イ

ンフルエンザ等の病原性や感染力等も踏まえて，早期に発生時継続業務以外の業務

をいったん縮小又は中断し，その後，状況を踏まえて縮小又は中断の見直しを検討

する。

なお，当庁管内及び当庁内における感染状況，近隣の行政機関等の対応状況等に

よっては， (3)の国内感染期における業務体制に移行することを検討する。

（3） 国内感染期(いずれかの都道府県で患者の接触歴を疫学調査で追えなくなった状

態。感染拡大からまん延，患者の減少に至るまでの時期を含む｡）

政府対策本部が国内感染期に入ったことを宣言した場合には，発生時継続業務以

外の業務を縮小又は中断し，新型インフルエンザ等発生時の業務体制に移行する。

また，政府対策本部が，新型インフルエンザ等緊急事態（特措法第32条第1項）

を宣言した場合には，当庁管内の実情も踏まえて，発生時継続業務以外の業務を大

幅に縮小又は中断する。

（4） 小康期（患者の発生が減少し，低い水準でとどまつ.ている状態）

政府対策本部が小康期に入ったことを宣言した場合には，当庁管内の感染状況等

を踏まえ，通常の業務体制への復帰を柔軟に検討する。また，次の感染拡大に備え

て，必要に応じて業務体制の見直し等も検討する。
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第4業務継続のための執務環境の確保

1 物資・サービスの確保

庁舎管理，清掃・消毒業務，各種設備の点検・修理

，消耗品の供給等の発生時継続業務を適切に実施，継続するために必要な物資・サービス

、 をリストアップするとともに，物資については必要に応じて備蓄する。

2事業者への要請

上記1の物資・サービスを提供する事業者（委託業者）に対し，業務継続のための

協力を要請する｡当該事業者による物資・サービスの提供が困難である場合には，代

替策を検討する。

3売店の営業

庁舎内で営業する売店については， 当庁管内における新型インフルエンザ等の感染

状況，売店の利用状況，周辺の施設の状況等を考慮した上で，営業を継続するか否か

を検討する。

第5感染対策の徹底 ・

発生時継鑑業務を適切に実施,継続するため,新型ｲﾝﾌﾙｴﾝザ等に関する基本
的な知識等を職員及びその家族に周知徹底するとともに， 「新型インフルエンザ感染

防止対策のためのガイドライン」 （平成21年5月作成）や政府のガイドライン等を

参照の上，感染対策を徹底する。

第6業務継続計画の維持6管理等

1 関係機関との調整

業務継続計画の実行に際しては，千葉県，千葉市，千葉県警察本部，千葉地方検察

庁，千葉県弁護士会， 日本司法支援センター千葉地方事務所等関係機関に対して，本

計画の概略を説明し，協力を依頼する。

2教育

業務継続計画の実効性を高めるため,職員に対し,平常時から本計画の周知に努め，

業務継続等の重要性を認識させる｡特に,強化･拡充業務に従事する職員に対しては，

研修，訓練等を通じて必要な知識等を習得させる。

3改善

新型インフルエンザ等に関する新しい知見が得られた場合や，教育等を通じて課題

が明らかになった場合等には，適宜，本計画の見直しを行う。

4



(別紙1）

新型インフルエンザ等対策本部組織表

地裁所長

家裁所長

民事部所長代行

刑事部所長代行

家事部所長代行

少年部所長代行

千葉簡裁司掌者

民事首席書記官

刑事首席書記官

首席家裁調査官

家事首席書記官

少年首席書記官

地裁事務局長

地裁事務局次長

家裁事務局長

家裁事務局次長

本部長

副本部長

本部員
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(別紙2）
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■
早
▲
Ⅱ
５
９
Ａ
９
１
日
ｒ
９
０
ｐ
ｂ
■

－

■■■■■■■■■■■■■■

L一■ｰ一一一 一一五三一．一己＝

I

工
’
－

1
一＝

L

|－ ８
１
４
Ⅱ
１
別
１
■
■
Ｏ
４
１
Ｉ
ｑ
ｊ
ｌ
Ｈ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
■
■
■
■
■
■
■
■
日
日
Ｕ
貞
脾
ｕ
Ｉ
Ｊ
１
川
Ｉ
Ⅱ
即
田
切
■
『
Ｕ
Ｌ
Ｉ
凶

日
ロ
日
Ⅱ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
ｈ
Ｕ
ｒ
ｆ
１
４
凸
ｊ
川
１
１
１
Ⅲ
Ｄ
命
６
．
Ｎ
■
１
口
Ｎ

■
Ⅲ
Ｌ
Ｒ
ｒ
Ｂ
Ｕ

－

一
一

■
Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
０
卜
Ｈ
Ｐ
，
Ｏ
Ｆ
Ｈ
Ｂ
Ｂ
Ｌ
Ｐ
Ｌ
ｂ
ｒ
■
Ｆ
１
巳
Ⅱ
１
１
１
Ⅱ
ｄ
９
１

一一一F－

三コ
一
一
一

一一一L一

川
ｔ
■
ｆ
ｌ
ｐ

－
一
一

－

ｂ

ｂ
■
Ｌ
１
日

－」
q
ヨーー安壼 一三宅.

Ｐ
や

｜
I
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部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名
一一配坐.一一ー～一麺一一一▲P 心一 一■ し -画一弓詫～士q

一F一一一一エーローーーロー嗣司 ﾛ ﾛ ｰｰﾏｰﾛ

’発生時継続業務のうち一般継続業務

処理態勢（人）

裁判官｜調査官｜書記官i事務官
I I I

業務内容
１
１
川
Ｉ
四
句
・
皿
■
・

‐
Ⅱ
’
頁
恥
部
Ⅱ
■
ｂ

■
Ⅱ
罰
■
訂
ｇ
品
ら
Ｆ
“
嶺
迩
■
函
働
・
且
泓
Ｌ
ｕ
ｌ
Ｉ
Ｊ
ｈ
‐
固
卜
肺
脚
Ｉ
仙
仰
脾
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｈ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｈ
Ｍ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｈ
Ⅱ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｒ
ト
ー
Ｉ
ｌ
ｒ
Ⅲ
剛
０
０
脳
Ⅱ
い
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ト
ー
Ｉ

Ｉ

■

■
Ⅱ
１
１
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
■

I
I I

L

制

■

９

６

■

Ｕ

’

可

■

■

■

■

■

■

日

別

■

■

日

且

叱

■

・

Ｄ

ｈ

”

Ｌ

■

■

■

■

巴

■

■

則

山

国

卜

Ⅱ

Ｉ

い

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

い

Ｉ

睦

口

凸

Ｉ

Ⅲ

肌

昧

ｒ

Ｈ

ｈ

肌

Ｉ

Ｆ

Ｍ

Ⅱ

Ｉ

ト

ー

Ｉ

Ｉ

Ｐ

Ｉ

Ⅱ

，

Ⅱ

Ｋ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｐ

Ⅲ

岡

Ⅲ

Ｉ

ｒ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

甲

Ｆ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ｉ

Ｌ

Ｉ

肌

１

吋

Ⅲ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｕ

Ｐ

Ⅱ

Ｉ

ｈ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ｉ

偽

陀

ｌ

ト

発生時継続業務以外の業務
一一一一一一’一■ ■一一一一一 一両一一一

処理態勢（人）
＝－1毛一一二.ユー

＝
牢写云 ﾄﾞーーーー

１１垂’第洲順位’

＝

I

一
Ｉ
調
創
唄
伽
呂
ｌ

ｑ
ｆ
ト
ー
Ⅱ
■
・
岡
１
町
！
！
■
画
Ｆ
Ｉ
Ｆ

業務内容業務内容
－

童聖喧
宰
白
卜
Ｐ
４
ｑ
ｉ
二
調査官
一

|・

『I
. ー－－Pご＝ h』 幸年■ q

q

1

1

’
１
０
０
－
Ｊ
叩
’
一
’
１
，
－
１
１
１
．
－
１
１

一一

一

１

■

１

４

１

守

■‐１

１
１
ｌ
４
１
Ｊ

。
「
■
■
Ｉ

■
卓
‘

一－－● ■ ■ ＝垂■■＝－ ■

第
３
順
位

ざ

■
一
■
■
里
■
■
亜

－ ．－－

一一ｰ~ー＝ ▲－＝一F－
r E 』＝ 一中一句 一＝ ＝

■
句

ｈ
記
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ｈ
肌
叫
Ⅱ
Ⅲ
山
旧
Ⅱ
Ｍ
ｌ
ｌ
Ｌ
Ｉ
■
Ⅳ
１
ｍ
■
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
８

０

１

ト

ー

Ｉ

ｂ

Ｐ

ｌ

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ⅱ

卜

Ⅱ

１

１

Ⅱ

卜

Ｈ

Ｉ

Ｉ

Ｈ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｂ

Ｈ

印

■

慣

Ⅲ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｐ

■

ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ⅱ

１

１

１

胴

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ト

Ⅲ

１

日

Ⅱ

１

１

１

１

台

ｂ

Ｋ

凸

1
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新型インフルエンザワクチンの特定接種対象者の選定等について
1

L 一一
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(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 千葉地裁民事訟廷事務室

一

発生時継続業務のうち一般継続業務
処理態勢（人）

裁判官 書記官

1

ｇ
十
４
１

事務官

1

1 1

、 》 。

ﾛ
4

l l '

１
』
１

業務内容

事‘
ｒ

■

厚

Ｆ

。：係事件受付，配てん事務 。
■

記録係執行文付与事務，記録の閲覧謄写申請事務

庶務係郵便事務

庶務係緊急連絡事項の周知事務，職員の登庁状況の
把握事務，録音反訳事務

発生時継続業務以外の業務

’
第
３

Ｉ
順
位

処理態勢（人）

裁判官 ｜ 書記官
’ 1

事務官

｜
’‐

1

I 1

１

Ｉ

と

』

■

Ｆ

６

Ｉ

４

ｌ

ト

一

I

I

－

1

１
面
１

業務内容

第
１
順
位

事件係期限の定めのある報告事務

記録係正本，謄本及び証明書の発行事務

庶務係期限の定めのある報告，通知事務

第
２
順
位

事件係統計事務

記録係上訴，移送及び回付に関する記録の処理事務

庶務係民事共助事務

事件係上記以外の事務
1

1

記録係同 ｜
I

庶務係同
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部署別一般継続業務及び処理態勢

〆

部署名； 千葉地裁民事第1’2， 3ゞ 5部

発生時継続業務のうち一般継続業務

r~~一一一一重二三三一一－一一一一
、 未d力I"7画●

蕊制靭行停1t，労働保全，行政の識行停止・仮の垂止胸毒，
霊亀絆券写す扇事惑

処理態勢（人）

裁判官

2

書記官

2

I期日変更手続事務 1 2 2

I ． I

2

事務官

当事者対応事務

発生時継続業務以外の業務

’
第
３
順
位

鯏
一
４

官

処理態勢（人）
－

1 書記官
一

I 4

1 2
■

事務官

1

三
一

2 2

1
1
！

1 I 1

1

1

1

1

－
．
１
｜
’

A｜

！

’

業務内容

第
祇
順
位

期日開廷事務 、

書類等の受付及び発送事務（録音反訳事務を含む）

第
２
順
位

書類等審査事務

上記以外の事務 1 1
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部署別一般継続業務及び処理態勢

〆

部署名：千葉地裁民事第4部執行(不動産,債権）

Ｉ

発生時継続業務のうち一般継続業務

r一一~一一一一二二三盲一一一一一一一
・禾4力Iタツ管

I執行①（受付事務〔発令，登記，保全，停止，取下] ) I

I I

処理態勢（人）

裁判官

2 F

P

書記官 ； 事務官

2 1 l

~一百一1－r
’

執行②（期日事務〔開札，代金納付，登記，配当j )

発生時継続業務以外の業務

’
第
３
順
位

I 1

処理態勢（人）

裁判官 書記官 I 事務官
1 2 1

一一一一一一一
一斗一一一一

１
Ｂ
Ｔ
ｉ
日
８
‘
６
０
４
０

１
１
１

'
1

｣

L一一一一一

業務内容

第
１
順
位

執行（①，②以外）

第
２
順
位
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部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 千葉地裁民事第4部(倒産。保全｡DV)
マ一一二一一司 一 ▼－ー一一一Fー訂 F ‐‐一両 門 司 ママ 一一一三戸三口 之一画 ＝一喝､. 三｡～■軍由＝五口－－＝＝－

－一一＝滝 血一…

発生時継続業務のうち一般継続業務
一 ーョ ー■ 丁司 P 』

－－』 伊今一一一,マ坐琴ー一一一一…ーー一心b一
一

Ｉ
Ｅ
‐
卜
Ｌ
卜
胆
ｈ
Ⅱ
・
Ｈ
ｕ
３

１

Ｊ

！

ｊ

４

１

ｌ

４

８

Ｊ

I

ｲ

巳
卜
日
Ⅱ
Ｉ
ｈ
刀

ｒ
ｌ
ｒ

＃ ’発生時継続業務以外の業務
一 ら

~弓FワマF 串一四F －，－一一一詞 エェユ ー 5 ■ヱーー

１
１
．

－ ■一一一一L＝ ■ ､

一L

１
１
１

一一一ー~PザP垂一苛垂一＝

－q‘－－L窪＝＝■yJp且写｡ ■ロー亭一一△ ?哩一占一一団一 一一一一一一 画一一F一ﾕ
Ｌ
Ｌ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
Ｆ
』
・
』
・
■
卜
０
．
０
■
０
１

ｌ
Ｌ
Ｊ
Ｆ
Ｉ
Ｆ
山
Ⅱ
、
脾
吟
■
冊
Ｆ
１
限
Ｌ
Ｆ
Ｍ
Ⅱ
叫
門
且
冊
ｋ
Ｉ
ｌ
Ｌ
Ｈ
陣
Ｌ
ｒ
，
ｈ
Ｉ
伽
ト
ー
肘
Ｐ
川
ｌ
ｍ
Ｌ
，
ｈ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
間
ｈ
い
，
肘
■
■
ｎ
日
■
■

Ih

一四.ー

１
１
日
９
６
．
ｑ
ｒ
■
Ⅲ
ｆ
Ｉ
■
肺
Ｆ
Ｉ
Ｉ
山
Ｌ
１
１
日
１
１
・
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
，
■
■
■
９
Ｊ
Ｈ
１
ｒ
Ｉ

0‘
d

hl

L

■

用

型

尾

４

冊

守

凸

岼

争

■

■

Ｆ

旧

凹

Ⅲ

ｄ

■

“

Ｉ
Ｉ

一一一一五 一■■＝エタ守壷 程＝酋=画

*,＊*,＊**は,同一人が処理することを想定

F 1

業務内容

事件受付に関する事務（保全・DV・倒産・その他各種申立て）

DVに関する事務（審尋・発令．通知）

保全に関する事務（審尋・発令・通知） 【緊急性ある事案】

倒産に関する事務（再生事件監督命令。保全管理命令，手続
中止命令・開始決定・通知等）螺急性ある事案】

官報公告掲載依頼・検査業務

処理態勢（人）

裁判官｜書記官i事務官
． ’ 1＊＊

｜ '**＊1＊

」 Ⅲ**＊l＊

1＊ ’
0

1

1＊＊

I

｜

’
1＊＊ ’ I

第
１
順
位
一
第
２
順
位

第
３
順
位

保全に関する事務（審尋・発令・通知） 【上記以外の事案】

倒産に関する事務（開始等決定・審尋･集会・通知（官報公
告掲載依頼含む） 【上記以外の事案】

－■一一

上記以外の民事・商事非訟事件処理

保全担保取消し事件．保全事件取下げ事務処理

商事過料事件処理

' ’ ’ ｜
９

口

ｇ

Ｅ

ｉ

９

０

■

■

田

口
Ｌ
●
■
？
■

I

q
､

1
ｊ
ｌ
ｌ

2

Ｔ
ｂ
ｇ
Ｏ
■
ｑ
８
Ｐ
２

１
１
！ ’

｜ I

1

1

’1 1

’

｜ ’

l
I

l

1

1

、

業務内容
処理態勢（人）

裁判官 ｜書記官 ｜事務官
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部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名：千葉地裁刑事部
一一 一子 －■■－ ■三B凸■ ＝ h＝■ ＝ 己 J■守 F ｮ ■ 両

ゴー等 ■一一“宰一b 、ー

’
君
ｊ
ｂ
Ｉ
、
ｆ
が
・
卓

Ｌ

■

Ⅱ

ｑ

ｄ

４

■

■

Ｉ

発生時継続業務のうち一般継続業務

『－~一処理態勢(入）
｜裁判官｜書記官 i

1 6 1， 10 1

事務官

芹F rn屏江名庁 rーー可一‘ヨー一

’
１

Ｐ
Ｆ
Ｉ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
Ｌ
Ｌ

服ｈ皿

業務内容
』■一一 F ~＝＝ 一一■ マ ■副 押■.ﾛ画 ■丙－ 6 ■ー＝ コ

|令状処理(没収保全命令｡追徴保全命令を含む）
|身柄に関する裁判※処理体制は令状処理と兼ねる。

|刑事公判（原則身柄事件｡特に裁判官指示を受けたもの）
|文書の受付に関する事務（立件業務を含む)
J1:II三営み､､坐ll f萱日口の羽雰声。周繧知l了閨さ一系菫譲､

文書の受付に関する事務（立件業務を含む)
刑事公判（期日の変更。同通知に関する事務）

０，

Ｆ
Ｌ
０
ｂ
ｌ
１
．
１
ｈ
回
Ｉ
ヨ
ー

〒
よ
Ｉ
Ｉ
ｌ除可

『－－
４
’
１
－
４

け

2

L
函発生時

1 3 1

’継続業務以外の業務

、、
-.-ニーーーーー■■一一

処理態勢（人） ’I処理熊勢（
■一口＝ー

む

一一一一

｜書記官Ｊ
Ｉ
Ｆ
隙
瑚
順
揮
！

業務内容
｜事務官 I1

1‘
Q 6 1~一~~~一一~~－1刑事公判（身柄事件で上記以外のもの）

や
凸
Ｊ
脾
】

｜
’

’

1

砠

囲

Ⅵ

ｇ

ｑ

ｐ

ｂ

４

１

Ｄ

，

ｚ

己

寺

巳

晋

■

■

６

日

９

口

“

『

１

‘

ｑ

ｑ

６

《

句

口

ユ

咄

■

印

Ⅲ

Ⅱ

呼

・

・

■

Ｈ

Ｌ

Ｌ

I

、
､

一
Ｉ
工
上
川

腫鰐葵 函霊画室
、

1

1

4
是睡(記録業務）
位i訟廷(裁判員選任に関する業務）

1
－ーー■■一＝画宇＝マーロ ー■－－－

二一寺 一 画 一 一一二■一一 一■ 一一

ﾜ

h

’
一
‐
’
一
、
， １

１
１

I4 引
一一＝一‐＝~一一一一コ

’■■ ■ Lー一P重一
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部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 千葉地裁事務局総務課
F F ｣ b ▲一 一一 生 ■圭 一二 一ユ ユー. 一士.一二一 一司 ■h一

ー◆－

・
錘
一
邪
一
’
一
由
Ｉ
Ｉ
ｌ
０
ｎ
Ｐ
Ｉ
ｈ
険
Ⅲ
ｈ
‐
，
Ｐ
０
０
国
↑
４
４
’
’
’
４
１
１
１
１
１
；
’
’
１
１
９
‐
Ｉ
ｌ
０
‐
Ｉ
９
１
ｊ
ｊ
Ｉ
‐
‐
４
１
１
Ｊ
］
■
■
Ⅱ
ロ
■
‐
ｈ
凶
日
用
・
』
■
幻
日
Ｎ
Ｒ
１
ｑ
ｌ
Ｊ
１
１
Ⅱ
’
■
■
Ｆ
１
ｑ
ｄ
■
■
■
蛆
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
４
■
４
洲
■
同
町
Ⅱ
Ⅱ
■
■
■
■
ｑ
画

ｊ■引凹Ｈ０ｎ。ｐＨ画

Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
露
ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
！
‐
１
１
１
：
！
ｉ

発 発生

発生

1葦
;

時継続業務のう ち一般継続業務

処理態勢（人）
ー査西旦一.五一＝一｡～画一 ロ一戸－－ｰい－F一一■－－

裁判官｜書記官 I事務官
業務内容

|文書受付に関する事務

i外部機関対応,広報事務
|裁判部の一般継続業務を継続するために必要な事務

1－－－

－
１
１
１

一
勺
Ｄ
０
１
ｑ
０
Ｃ
Ｉ
Ⅱ
Ｏ
ｐ
Ｉ
Ｉ
－
４
Ⅱ
§
０
８
８
日
一
日
０
日
■
８
０
■
８
－
．
０
日
日
■
Ⅲ
８
０

●

時継続業務以外の業務

噂
一■一声 LL空白一可 ~ぜ■一匹 子 F L, r ■守画 ヨーマ ヨ ■一画早 = 一一一q ､ ■ 亨包▲－■凸面a . ー卓■ 五F戸 P ■ 一b二 上 司 ｡ 宅守 戸 一一 ＝ 再一

’
Ⅱ

E

O処理態勢（人）
業務内容

裁判官，書記官 ｜事務官

- . ｡I-
’

|讓判部あ蕊職あ襄綱職溺雇職瀞~一一-
順I

I

第
1

順 ｜一

位
－

｜
－－．－

－
閉
！
…
一
‐
ｉ
一
‐
こ

一

一
灘な要必にめ

一
た

言
務
子
事

鵬
一
織

一
を
一
い

鶏
一
脚

一
の壷

、
変
舎
一
｝
」

順位

一
鵬

一
第』
の
一
ず一州

一
鋤
一
師

鱈
露
蝋
議

｝
一
一
国
一

判
訓
咀
ｎ
Ｕ
ｑ
ｄ
Ｎ
ｑ
ウ
蜀
侶
日
刊
同
■
則
ｑ
１
Ｐ
Ｊ
ｊ
Ｏ
ｐ
ｎ
ｈ
ｐ
Ｉ
沙
ト
ト
凸
凹
再
版
趾
ｐ
Ｈ

日

日

４

■

裾

Ⅱ

劇

回

り

望

６
９
凸

司
り
■
利
。
ｆ
預
引
ｄ
ｄ
ｄ
３
小
ｈ
ｕ
が
判
削
印
、
８
名
・
中
司
ｄ
■
制
印
日
刊

■

工

‐
’
’
一
１
１

．
■
】

第
３
順
位Ｉ

聖

一
－

■閏－胆 一…－1一一習一P一』■一国 一一一一一画一一 ▲■L

。
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(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 千葉地裁事務局人事課
一一一■1一ず ヨーー q･ 甲 一壬 ■

発生時継続業務の．うち一般継続業務
１
ｒ
Ⅲ
！
Ｉ
Ｉ
Ｌ

【

’
一一マー

I 処理態勢（人）
ｒ

灰

】

ｑ

肯

同

■

可

’

胡

Ⅵ

用

呵

Ⅶ

’

１

Ｊ

Ⅲ

岡

】

』

業務内容
一一一－二一一＝一一一一←毎q…一一一

書記官｜事務官’
凸 1 ■bL一 ■一 ■ 一 ■ー 一 司

－ ．－ ■ T b 一一一■＝ －字ロ ー■一一ー－－．

4 － 1 －一宮 L 『 一一

ｐ
し
４

ﾄｰ〒－ １
１

守

’
咽

b

－

Ｐ
ｂ ’

一
〃
’
一
一 星‘;■■

発生時継続業務以外の業務

ﾖ態勢（人）

書記官 ｜事務官

一一一■ 一△一一一一

一▽一言字 ｡ ー 旬勺．■■ ■ ②一

業務内容
I

業務内容
＝ｰ一E÷写=

処理態勢

i裁判官｜書記
r一~－1－~弓－
I I / ， －－
1－一 I『J－
『一－r一

三
に

＝_

〒 ~

卑 宅四ヨ コ一 一宇厚

2 i
1

一

厳■■■■

’
1

一 一

一一 ､ = の L一

口

辱
一
亘
一
一

一
伽
一

一
以

－

給与事務給与事務以外の人事事務
Ｆ

ｂ

ｌ

ｌ

Ｆ

Ｉ

０

ｒ

Ｉ

ｌ

Ｄ

Ｉ

・

巴

Ｉ

巳

■

日

ー 毒 一＝昌三逗一

仁
第
3

順

位
ｉ
Ｉ

．－－i畷■ ー-－一三円 ﾆﾑ』エー
＝E ~ 昌一~一睡壼ｰ 勺孟一

．



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 千葉地裁事務局経理課

I

巳

発生時継続業務のうち一般継続業務

l . l

処理態勢

裁判官 書記官 ｜ 事務官
｜
I 2

－－－司一一す－

1

－

2

二二二

業務内容

発生時継続業務に必要な契約事務

発生時継続業務に必要な支出事務

発生時継続業務に必要な押収物及び民事保管物に関する事務
リ

1
I

発生時継続業務以外の業務

第
３
順
位

I I

処理態勢（人）

裁判官 書記官 事務官

I

00

』

I

１
．
１
卓
１
画
１
．
１
二
１
車
１

1

l
i

己

2

・l

’

ｐ
Ｊ
９
ｐ
４
‐
。

業務内容

第
１
順
位

開庁閉庁時の鍵の開閉業務

空調運転等庁舎環境維持業務

履行期限が迫っている支払事務

郵便業務

被扶養者の認定事務

文書受付事務

保健給付等関連事務

第
２
順
位

物品管理事務

押収物及び民事保管物に関する事務一般



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 千葉地裁事務局出納課

一

1

発生時継続業務のうち一般継続業務

I

処理態勢（人）

裁判官 ｜書記官

I

事務官

1

J| ｜

1 I I

業務内容

保管金受入業務（保釈保証金等，緊急性のあるもの）

発生時継続業務以外の業務

第
３
順
位

I

処理態勢（人）

裁判官
“
Ｂ
Ｊ
ｄ

書記官 事務官
｡

2
J

I

１
１

I ，

1

’

1

↓

0

2

２
士
２
二
１

一

1

－－

業務内容

第
１
順
位

給与支払事務

給与以外の支給・支払事務（緊急性のあるもの）
口 廿

支払決議及び確認入力

保管金支払事務（緊急性のあるもの）

第
２
順
位

保管金受入・支払事務（緊急性の低いもの）

給与以外の支給・支払事務（緊急性の低いもの）

債権管理事務

各種報告事務

1



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢 ≦

部署名: 千葉簡易裁判所

1

発生時継続業務のうち一般継続業務

r一一一－－扇盲一一一一一
不切力r可官

苓涙了身柄に関する裁判を含む）に関する事務

l略式手続（逮捕中又は勾留中在庁事件）に関する事務

L 処理態勢（人）

裁判官 書記官
1 3

１

Ｐ

Ｐ

Ｆ

1

事務官

1

1 3 1 1

1 I

2 1 1

1

民事受付に関する事務

文書受付に関する事務

発生時継続業務以外の業務

I
第
３
順
位

l l

処理態勢（人）

裁判官 書記官 事務官

1 1

2 5 1

1 2

1 3

｡

↓

1

1 1

1 1 ’
－－－－一一－

下

↓

業務内容

第
１
順
位

刑事公判（勾留がされている事件）に関する事務

略式手続（交通三者即日処理方式を除く）に関する.事務

保全に関する事務

第
２
順
位

民事訴訟に関する事務

督促手続に関する事務

民事調停に関する事務

刑事公判（勾留がされていない事件）に関する事務

ｳ



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名：千葉地裁佐倉支部，佐倉簡裁

発生時継続業務のうち一般継続業務

r－で三三一一一一一
不勿刀『。宮

五審の曼荷に関ずる事務
保全事件（被保全権利が人格的権利等であるなど特に
緊急性が高いもの）に関する事務

処理態勢（人）

裁判官 書記官 事務官

2

4

2

1

1 2

3

I司法行政事務…(会計事務) 1 1

DV事件に関する事務

人身保護事件に関する事務

没収保全・追徴保全に関する事務

令状に関する事務

発生時継続業務以外の業務

’
第
３

順

位’ I

処理態勢（人）

裁判官 書記官 ｜ 事務官

2

1

1

1

2

1
■■

1

2 2

召

2

1 2

！

3

3

｜

1 1 1

1

P

●

業務内容

第
１
順
位

保全事件（上記以外）に関する事務

証拠保全（実施時の感染拡大のおそれが高くない場合）

債権執行事件（配当を除く）に関する事務

破産・再生事件（管財事件の開始決定・保全）に関す
る事務

略式手続に関する事務

第
２
順
位

証拠保全（上記以外）に関する事務

債権執行事件（配当）に関する事務

破産事件（同時廃止・債権者集会等上記以外）に関す
る事務

非訟事件（清算人選任等は第1順位も検討する）に関
する事務

民事訴訟事件に関する事務

督促・調停事件に関する事務

刑事公判（勾留がされていない事件）に関する事務

その他刑事事件に関する事務



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 干葉地裁一宮支部・千葉一宮簡裁

ノ

発生時継続業務のうち一般継続業務

1 I

処理態勢（人）

裁判官 ｜書記官 事務官
1 1 ． ‘

1

0

1 1

凸

1
－

業務内容

令状に関する事務（家事の令状を含む。 ）

保全・人身保護･DV

裁判部の業務を継続するために必要な事務（会計等）

発生時継続業務以外の業務

’
第
３
順
位

l l

.裁判官
１
’
１
ニ
ー
』
１

処理態勢（人）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

｜ 書記官 ｜
－

1

1

1

1

1

l l 1

事務官

1

1 11「

1 | .1 1

| 1 1 1

r

；

－
１

１

1

業務内容

第
１
順
位

保全に関する事務（上記以外のもの）

執行に関する事務（特に緊急性のあるもの）

略式手続に関する事務

倒産に関する事務(特に緊急性のあるもの）

裁判部の業務を継続するために必要な事務（会計等）

第
２
順
位

民事訴訟に関する事務

民事調停に関する事務

執行・倒産に関する事務（上記以外のもの）

督促手続に関する事務

裁判部の業務を継続するために必要な事務（会計等）

その他の民事及び刑事事件に関する事務 1

1
2

上記いずれにも該当しない総務・会計等の事務



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名：地裁松戸支部民事部民事立会係
一一理司凸且 P･=&､■1－－ で一一

：
ア 亨

一T ー 埠一■剖

石弓～q名昭一写一一需杢－

『
Ｊ
ａ
州
用
１
１
用
０
呵
１
判
咽
１
利
■
０
４
剴
司
叩
州
０
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
例
Ｉ
訓
１
１
‐
・
軒
冗
、
Ｈ
１
画
■

や
ｌ勾芭■Ｐ今

１

１
１
刑
Ⅲ
列
師
刷
！

発生時継続業務のうち一般継続業務

r-－－亜踵態勢(人）
I裁判官i書記官 ｜事務官’

一函ー~一F 歩

業務内容
一二一 ざ ロー一一＝

１
１
１
１

I
一二 一二二 一 生一一ム ニ ー

(人身保護に関する事務） ?

1

1

1

|民事立会事務
2 1民事立会事務（強制執行停止申立事件等緊急を要するもの，期日変

更決定事務等）

1■
１
６
日
■
１
１
１

剖

固

■

屯

■

碩

凹

い

い

肘

Ｆ

山

ｕ

Ｆ

Ｉ

ｊ

．

印

Ｉ

Ｆ

■

Ｆ

又

Ｆ
腸
凹
■
使
い
咽
Ｂ
艮
冑
ｕ
Ｕ

，

■

』

■

Ｆ

Ｆ

■

■

！

碩

邑

凹

祁

・

写

叫

斡

舟

■

Ⅲ

Ｄ

Ｂ

・

伊

仙

Ｌ

畑
凹
■
一
ｒ
凹
侮
Ｐ
、
‐
田
■
日
附
射
町
ロ
ー
叫
陣
剛
卜
閥
哩
刷
酬
以
冒
恐
珂
型
■
且
■
四
円
例
日
４
基
頃
旬
日
■
Ｊ
田
口
和
田
帥
母
●
■
刑
■
■
Ｆ
員
四

｣－
０

９

口

９

６

９

■

■

９

毛

口

０

９

４

０

’

リーー

発生時継続業務以外の業務

ト

－－－~－~－－－…~~~‐…一i~~〒 処理態勢(人）
業務内容

I裁判官｜書記官'事務官
甑界あ事瀞~ー一一~~~~~一一一一'－.~r-－｢~~－5－－－－－－‐

｜
’

ﾛ■ 一 一 』 b し－－ 1L ■牢一F

業務内容

(上記以外の事務）務
一

ト

事
一
竣
一
・

事民

第
１
順
位

Ｐ
Ｉ
ト
ー
■
Ⅲ
■
■
ト
ー
ａ
Ｉ
１
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Ｏ
Ｏ
ｑ
■
Ｉ
Ｆ

「

一
定
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一一

色
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４
■
１
１
■
■
１
０
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判
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■

１
・
ト
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比
卜
‐
１
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６
１

４
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Ｌ
ｒ
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Ｉ
Ⅲ
Ｉ
ｖ
巳
■
ｖ
せ
■
み
こ
む
Ｌ
■
▽
Ｇ
■
▼
心
■
■
Ｔ
ｂ
マ
ユ
守
凸
リ
マ
か
。
■

似
ｄ
１
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一
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！P

－－亨畢一 ろ
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部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名：地裁松戸支部民事部破産再生係
一 ■守 h 函一一 ＝一寸－4÷弓筈三一一一ｰ ‐団一一や－－－竺壼ユニ凸 －ｰ－ニーー画 ﾛ

■
■
■
蚕
■
■
■
■
■

．一色 エー一

発生時継続業務のうち一般継続業務
－－ 一一＝ Iユ ー －－ F■ モマ ■魚 ◆一一一一一 一－一＝ーニ ェ

（

官

I 処理態勢
業務内容 胃=令一一

’ 裁判官言 I書記1
’ 1|倒産事務（保全等緊急を要する事務）

「－1－－~－
｜
｢－－－－~~－－－
｢－－ ~一－

Ｌ七十

１
－

発生時継続業務以外の業務

’－－－－蘂塞丙害一一一一i壼蜀琴雷要塞官
i l

第I ’
1 1

腰｜

｜

箸|~~‐
順'－－‐
’位l

l
第1

． ’
3 i

堰’
l

業務内容

ＢＦＤ■日ｐ団■ＩＩＦＨＤＩＩｂｌ■■■ｈ■ワｂｎｒｌＬＢｌｌｌｎ咄哩トドＩｒｌｌｂＩＯＩ四ｌＦｒⅡＩＩＩＩＩｌＩｐＩｌｌｌいＩｈＩＩｌｌｌｌⅢⅡ胆１１

I
１
１
ｆ
１
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ｌ
Ｌ
ｒ
■
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‐
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１
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１

１

Ⅱ
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0

1

’
b勺些霊邑L』ｰ■､ 4戸P

１
１
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部署別一般継続業務及び処理態勢

少

部署名：地裁松戸支部民事部執行係(不動産執行）

発生時継続業務のうち一般継続業務

｢ －~訂二二一一一一
不勿刀『。-百a

不動産執行事務（受付事務（発令･登記F保全等） ）

1 1

｜ 処理態勢（人）
｜ 裁判官

2

l

*

’
書記官

3

i
I

’

事務官

1
同（期日事務（開札・売却決定） ）

発生時継続業務以外の業務

’
第
３
順
位

処理態

裁判官 書記官 ｜事務官

1 21

＝二二に二二

卜
１
－
１
‐
Ｉ
Ｊ
１

’
1
ｳ

０

ａ

Ⅱ

Ｐ

０

ｐ

ｑ

Ｕ

I I |

－

－

業務内容

第
１
順
位

不動産執行事務. (期日事務（代金納付・配当） ）

第
２
順
位

不動産執行鬘専務（上記以外の事務）



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

･部署名：地裁松戸支部民事部執行係（債権執行）
旬 0

発生時継続業務のうち一般継続業務

｢－一宝二二ｱｰｰｰｰ一一－

礦

奉り力r司菅$

潅執行事務（受付事務（受付，発令，取下等） ）

I I

処理態勢（人）

裁判官 書記官

1 2

事務官

2

発生時継続業務以外の業務

第

Ｂ
順

位

処理態勢（人）

裁判官 書記官 ｜ 事務官

1 1 i

－－－－－一一T一一一

l l i

■l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

業務内容

第
１
順
位

債権執行事務（期日事務（配当，財産開示） ）

第
２
順
位

1



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名；地裁松戸支部民事部民事訟廷

※1すべての封書を開封し，文書受付事務を行う。
※2被保全権利が生命，身体， 自由や人格的権利その他これに準ずる権利利益の場合
※3証拠保全については，感染拡大のおそれが相当高い場合には第2順位とずる･

発生時継続業務のうち一般継続業務

r一一一一一蚕室二言~－一一一
不ロカドヨ菅

『

I王書蚕符雲霧票~I

処理態勢（人）

裁判官

－

1

4

1

1

1
－

I卜記業務継続に必要な訟廷事務 I |

書記官 事務官

3 1

+

I

保全に関する事務(特に緊急性が高いもの）※2

DV事件に関する事務

人身保護に関する事務

発生時継続業務以外の業務

’
第
３
順
位

I I

処理態勢（人）

裁判官

1

↓

1

ﾔ

書記官 事務官

1

1

‐

｜

‐

‐

．

Ｊ

‐

‐

、

一

、

１

｜

‐

｜

‐

！

L ！

’
1

峠

’

i

l

t

↑

業務内容

第
1．

順
位

保全に関する事務（上記以外のもの）※3

仮役員等選任，清算人選任(迅速処理が必要なもの）

上記業務継続に必要な訟廷事務

1

第
２
順
位

非訟事件に関する事務（上記以外のもの）

上記業務継続に必要な訟廷事務
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部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 地裁松戸支部刑事部
主一●一q一畠一・五＝ －－r一一回己▲今 ー■＝

：
ｰー 宇言＝一一一口－■ ■

一一
Ｆ
ｊ
Ｂ
■
■
ロ
・
卜
且
■
〃
１
口
■

発生時継続業務のうち一般継続業務
■

、

処理態勢（人）

裁判官，書記官I事務官’

一寺－÷牽一q雪－－．－

’
ろ
４
２
■
■
巳
■
■
・
ｒ
ｂ
ｐ
Ｄ
ｈ
■
Ｆ
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■
■
Ｄ
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業務内容■
■
０
Ｉ
Ⅱ
！
■
Ｉ
ｐ
Ⅱ
卜
ｆ

・
Ｆ
Ｉ
０
ｒ
Ｌ
０
・
’
１
１
．
０
Ｉ
Ｉ
ｂ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
ｌ
・
ｒ
ｒ
ト
ー
Ⅱ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
■
！
Ⅱ
ｌ
ｈ
ｐ
■

園山一■ 脚T~ 一 一 ，－－ ▽創一 口 L一

’
|文書受付事務

|令状;勾留請求に関する事務
i略式手続に関する事務（身柄拘束中及び少年の事件）
!上記のほか身柄に関する事務

I上記業務継続に必要な訟廷事務

卜
■

5 2

Ｂ
Ⅱ
１
日
巳
■
■

一

－

I

，一一一一一一一一 F-凸一旬÷古一古 中 一一百 一一＝一一一
配
、
■
●
日
ロ
各
り
ぁ
■
ｂ
”
６
口
Ｒ
ｑ
■
■
Ｊ
ｆ
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島
田
９
．
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Ｎ
■
ｒ
●
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■
・
Ｆ
１
三
ｄ
Ｂ
■
口
●
、
可
ｌ
‐
■
Ｒ
Ｆ
。
ｃ
■
貝

Ｕ
Ⅱ
Ｆ
ｍ
Ｍ
■
凹
即
ｒ
■
■
Ｌ
ｑ
Ｐ
。
ｈ
則
ｊ
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■
】
■
■
■
ｑ
Ｊ
叫
“
ｄ
引
用
供
Ｉ
Ｋ
Ｂ
ｒ
時
再
■
ｄ
Ｈ
ｒ
町
岫
・
旧
廿
』
■
Ｅ
Ｂ
ｆ
Ｂ
ｌ
ろ
、
Ｊ
Ｊ
ｐ
ｒ
■
４
Ｅ
ｍ
ｙ
Ｌ
■
Ａ
■

’
一

発生時継続業務以外の業務

I一一‐－臺蓋丙容

|菫 謹束中礪㈹第睦式手続に関する事務(上記以外の事務）

－ ▲－ 一一一一一一

業務内容
一一一一一

一晦一嬬

■

■

画

ｐ

偽

■

艮

巴

Ｐ

ｕ

■

■

、

Ⅱ

■

日

Ⅲ

脾
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■

■
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■
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■
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咽
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日
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Ⅱ
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Ⅱ
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刈

Ⅶ

１

Ｎ

Ⅱ

１
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Ｍ

Ⅱ

辺

州

ｊ

Ⅱ

Ⅶ

Ｎ
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Ⅶ
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川

Ⅲ
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Ⅲ
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１
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Ｆ
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Ⅲ
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０
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ｔ
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処理態勢（人）

裁判官！書記官｜事務官

１
Ｎ

口「Lq 凸マーーL－

I

4

一
一

第
１
順
位

6ﾄ

1｜
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ｌ
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ｌ
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Ｂ

ワ

酢

一
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■
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■
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■

弔

心

画

■
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■

旧

巳

■

】

・

咽

酬

別

Ⅶ

’

珊

刈

制

邸

印

上
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万

四

■

咽

。

■

旧

■

厘

口

旧

咽

９

曲

尼

口

咄

旧

０

■

紅

旧

晦

１

用

出

狙

可

田

軸

皿

削

Ⅲ

Ⅲ

Ⅶ

Ⅲ

叩

出

川

剰

酎

月

刊

酬

即

旧

刈

１

判

州

却

圃

■
‐
６
９

画.一 ．－－ －凸一一一一一 －＝一＝一ーヱー訂ロー毎－1■ ｰ 戸＝一ｰ

！ ｜ ， ｜ ‘同臓莉雇雷手言重霧~圧記騨fあ事調一

善|上記業務継続に必要な訟廷事務
順'---
位I

金
ムゴ．

q ■■ P■ -J ■ 一一
凸■■ L

’
｜

｜ ‐

I

’
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部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名； 地裁松戸支部庶務課庶務係
一一一一 一一■

一両→一、一宇－－－－■一一■一一一－国一■ q

’
Ｆ

Ｉ

Ｕ
ａ
・
・

発生時継続業務のうち一般継続業務

処理態勢（人）

裁判官｜書記官｜事務官I

I
．＝幸一一国一 一エ －■■ ､■ ｰー

◆一 ■■ b4一声 ◆■■ ｰ－

業務内容
生

一
■
■
■
■

|庶務事務(電話対応事務･郵便受領事務･文書関係･外部機関対応
I裁判部の一般継続業務を継続するために必要な事務 ﾄｰｰｰ ’
卜 1

画

Ｉ

’

発生時継続業務以外の業務

処理態勢（人）

裁判官 書記官 事務官I

一一一画ユーーーーーョ.▼官一一 ● 一 .－P啓一一 車一一一一＝ト ー一一一一

Ｍ

ｌ

ｍ

ｌ

Ｉ

ｌ

Ｌ

Ｄ

■

Ｉ

Ｉ

ｈ

ｒ

Ｉ

ト
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叩

口

岫

業務内容
1
1

1

一一二－．－－画 口.一一一 ■－ － －－－－－－－－－一宗一一一 一’勺 ご産 出pqd－一， アーー､一-一臼 一一ロー~･一~一 ー＝

|簾|臺壼意識蝋鰯蹄するために必要な事務
樹

Ｆ
■
Ⅱ
９

1
且
日
■
・
０
Ⅱ

■
■
！
■
１
０
ワ
。
Ｂ
，

。

’
1

'一|第二厳の熱源識彌締茄5繭謙蕊

|:'一三
位!

■|第三順莅あ裁判蔀の蘂落を羅瀞二言淀語に必葵鋒霧

＝一一一一 一＝ ＝ 一ニーユー耳

1

一 ー■

■
■
ｌ
ｌ
ｄ
ｌ
ｌ
Ｉ
■
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ｌ
■
・
’
１
■
日

１
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ロ
ー
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凸
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０
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１
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屯
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■

す

Ⅱ

１
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１

１

１

１

ｍ

再

９

曲

’

１

１

０

’

旬

1

Ⅱ

1
ｂ
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Ｑ
Ⅱ
■
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日
ｌ
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０
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ｌ卜
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(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名：地裁松戸支部庶務課会計係

し

発生時継続業務のうち一般継続業務

｢一一一一－壹壼室デー一一
未4笏r引合

会計事務（保管金事務等）

裁判部の一般係属業務を継続するために必要な事務

I I

I I

処理態勢（人）

裁判官 書記官 事務官

ｌ

ｐ

－

ｑ

ｂ

１

１

2

発生時継続業務以外の業務

’
第
３
順
位

l l

裁判官

処理繍
一
識

(人）

官 事務官
口

I

｜

I

2

I

2

Ｉ
一
口
‐

■

1

2

業務内容

第
１
順
位

会計事務（上記以外の事務）

第一順位の裁判部の業務を継続するために必要な事務

第
２
順
位

第二順位の裁判部の業務を継続するために必要な事務

第三順位の裁判部の業務を継続するために必要な事務
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(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

1

部署名：松戸簡裁民事係
＝F b r 1ｰ一一W■■■ 一

一一=一一 口, ｡■＝■一画■一四ｺ二一一一一一一G－一ー｡ ご－・ー一・一~ r ~

発生時継続業務のうち一般継続業務

－~－…処理態勢~TXT-…－－
1裁判官｜書記官1事務官
r丁~~T~"一｡.~一一一

－』一二』＝ 一一

業務内容
一一一 一＝一面 ワローーーーq L－■＝－マー■一F一一一叩一一－二■一

１

川
一
１
．
－
１

(特に緊急性の高いもの）※1

1

I上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務
ﾄ

庭鋪発生時継続業務以外の業務
処理態勢（人）

業務内容
i~霧ド禧~ ！~雪語首I~事語瘡

保全に関する事務（上記以外のもの） ※2 1 1 1
第執行に関する事務（特に緊急性のあるもの) X3
1

1 l
順一_－－

位’ トー－－－
｜上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務1
'一l民事訴訟に関する事務
’ ’

証拠保全に関する事務

｜雷督促手続に関する事務 ’ 3 6
1順i民事調停に関する事務
｜位執行に関ずる事務(上記以外のもの）
I その他の民事事件に関する事務※4
~~| |
第I
3 i

腰i

業務内容

’’１

１－可１

1

証拠保全に関する事務

督促手続に関する事務
63

1
1

－－

Ｉ
・
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

■
■
Ｊ
■
ａ
■
■
■
１
４

■

■

１

日

ｌ

０

Ｉ

ｂ

Ｉ

ｂ

Ⅱ

ｒ

Ｉ

Ｉ

I司り凶
Ｉ

。
■
Ｐ
１
ｑ
ｂ

Ｊ

Ｊ
Ｉ
－

i

ｒ
１
＄
１
●
４
，
１
①

座
Ｉ
ｑ
ｐ
ｑ

+､一一一一一戸一 一面 ロ ローーー ニ 』テ＝幸一一一一一＝一一一一■一一

、 ※1

○保全権利が生命，身体， 自由や人格的権利その他これに準ずる権利利益の場合
→名誉権・プライバシー権等に基づく出版差し止め等
○保全執行（保全事件について保全命令が発令された場合）

※2

○その他の保全
→仮差押え，係争物仮処分，仮地位仮処分，労働仮処分（争議禁止，地位確認
賃金等仮払） ，知財仮処分等

○一般的な民事保全以外の商事保全等
→株式の発行等に関する仮処分，株主総会に関する仮処分，取締役の職務執行
停止，代行者選任の仮処分，閲覧謄写仮処分等
→倒産関係の保全（中止命令，包括的禁止命令，保全管理命令等）
→執行関係の保全（売却のための保全処分，買受人のための保全処分等）

※3

○保全，開始決定から差押え等までの手続

※4

○過料等



’
F

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名：地裁木更津支部，木更津簡裁木更津検審
一 ■ゴ マ マ ー■ ■ －－石

’
1

ト

"

発生時継続業務のうち一般継続業務

処理態勢（人）
業務内容

裁判官 書記官｜事務官

令状，被疑者国選 ’ 1 1 1 1
身柄に関する裁判 1 1 1 1 1

1 1保全，DV

〔発令停止,取下げ〕 ）
〔配当〕 ）

〔発令，登記，保全,停止，
〔債権者集会，債務者審尋〕

執行①（受付事務
執行②（期日事務

倒産①（受付事務
倒産②（期日事務

１
１

1

取下げ〕 ）
）

1

民事立会①（強制執行停止等の緊急性を要する事件）

民事立会②（期日変更手続）

民事調停①（裁判官から指示のあった事件）

支払督促①（緊急性のある事件）

民事訟廷事務①（受付事務）

1I ■
日
ｄ
■
且
Ｈ
ｄ
ｑ
‐
ｒ
■
、
■
日
ｂ
Ⅲ
■
■
ｐ
】
■
■
ｐ
ｈ
Ｍ
Ｗ
Ｈ
ｒ
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■
■
Ⅱ
ｐ
０
㈹
Ⅲ
凹
■
同
ｂ
Ｉ
肘
牌
ロ
■
Ｆ
Ｌ
司
口
ｐ
ｈ
Ｒ
Ｍ
■
Ｉ
Ｆ
ト
Ｐ
Ｐ
Ｉ
Ｈ
Ⅲ
。

‐
１
４
凸
■
。
■
Ⅱ
■
■
敗
卜
い
Ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

昨

‐

叶

い

“

ｒ

Ⅱ

川

口

叩

・

ひ

１

‐

ｌ

Ｔ

■

．

Ｉ

４

ｄ

Ｕ

ｌ

■

屯

０

・

９
。
●
■
■
Ｂ
・
ロ
ー
■
Ｆ
■
凸
▼
・
■

刑事立会①（期日指定済みの事件のうち，特に裁判官から指
示のあった事件）

1 1

刑事立会②（期日変更手続）

略式①（裁判官から指示のあった事件）

I医療観察事件

刑事訟廷事務①（受付事務，押収物）

庶務①（勤務時間管理，郵便，情報伝達， 日直管理等）
ロ－

会計①（保管金，収入金，保管物・押収物，庁舎管理等）

発生時継続業務以外の業務

_L二二二雲塞壷壹二一一一二1霊讓壽鬘謡I菫霧萱｜無T善瀧T雲霧菅一
処理態勢（人）

業務内容

｜ ｜略式(①以外） ’ 2 1 3 1
！…|民事立会（①，②以外） ’ 3 1 3
）弟

) | 1 1 !i ’民事調停（①以外） ’ 1

鰹|繍訓)②以外） 1 ， ， 1 3

1 1会計(①以外） 3
一一一一一一一・ぐ◇－－－－■4－－ローュー

｜民事訟廷事務（①以外） 4 2
第,刑事訟廷事務（①以外） 3 1 1

艤篁篁皇①以外） ， ’ 』‘ ’ ’ 1
1

一一一一一一|一言~1~ :､g~=
‘執行（①，②以外）

：|頚艫懇 ， ， ， ‘ ：

’
処理態勢（人）

裁判官 ｜書記官｜事務官
業務内容

一一一

一輔一難一刷

伽巳ｒｈ，Ｉｈ凹日０１．１ｂｌＩｌ

◆

、

上記以外の非訟事件

＊

一
一
一
一

一

一

Ｉ
ｈ

ｍ
Ｈ
Ｉ
！
■
１
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ｌ
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Ｉ
ｌ
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－
第
３
順
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■
Ⅱ
ｑ
■
Ｕ
■
Ｊ
■
■
■
■
６
■
■
Ｐ
Ｇ
■
ｐ
Ｆ
ｌ
４
０
且
｜
’、

一ー▲江 四一司云舌4 .＝－呼一＝ 』 Pr－

1 1 1
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(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 千葉地裁館山支部・館山簡裁
一一■ ニー ーーー■寺 － ｢ ▲ 画 ■守宇■ ■

･ 二画一一一一一号一己■=ー－や守一＝一二一一一

1
■
■
■
凸
■
。
１
可
０
．
卜
Ｌ
９
Ⅱ
心
・
ｑ
１
ｑ
４
ｄ
９
８
Ⅱ
ｒ
■
１
１
Ⅱ
■
■
■
■
１
１
１
■
Ｂ
Ｌ
Ｉ
！
Ｉ
Ｉ
『
■
Ⅱ
ｒ
Ｂ
ｒ
Ｆ
ｂ
０

発生時継続業務のうち一般継続業務

i－－－処理藍蟄=(人）
l裁判官；書記官 事務官’

一一一一一.~‘ .~ー~~一~.~~~一二･-一‘ ＝－7．．．~~~･ー=一一・壷

一 ’
』エ 一-一一中－－ －－

'－－~一一
.訟廷（事件受付のみ）
|保全・人身保護jDV

l|民事訴訟に関する事務

一一

業務内容
q 一一一一一■ 容一＝

'

’

1

(期日の変更決定手続）

' 1
房

刑事訴訟に関する事務（期日の変更決定手続，裁判官
の指示のあった事件の公判立会）の指示のあった事件の公判立会） －｜

4

1

身柄に関する裁判

|令状に関する事務

‘裁判部の業務を継続するために必要な事務（会計等） I9
や

1 1’

’

I

Ｊ４１ｌ１刊１

日

ｈｒⅡ

■
Ⅱ
。
１
．
４
４
Ｂ
‐
Ｐ
Ｕ
０
別
Ｉ
‐

』
』
４
１
４
１

日
Ｉ
】
ｐ
■
Ｌ
・
’
且

厘

伊

砂

一

■

発生時継続業務以外の業務

I ≦務内＝
i鱸薑灌菫穰鯉磯

|藤蕊薯澪鮮”

業務内容
.一一一己一一一一＝b－ー 一一一弓 一一 二 .＝一一一一－－

執行に関する事務

倒産に関する事務

(特に緊急性のあるも

富. 一＝

一
一
瀧
一

一

一

事

一

昌
洲
紺
一

一
雌
一
言
一

拠
一
自

一
一
鯏
一’

Ｄ
■
１
１
１
０
肋
】
“
Ｉ
ｌ
９
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｉ
ｌ
恥
１
０
１
１
１
Ⅱ
伽
欧
目
日
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
山
、
凶
■
い
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
Ｆ
Ｄ
Ⅱ
１
町
薗
榊
い
’
■
Ｂ
Ｉ
Ｏ
ト
ー
吟
■
■
Ⅲ
町
Ｉ
０
Ｌ
０
ｆ
Ｈ
ｐ
ｌ
ｒ
ｍ
０
ｂ
ｐ
ト
ト
伽
凸
■
■
■
■
■
Ⅱ
■
■
■
■
’
１
円
Ｍ
ｄ
旧
■
凸
■
・
ｐ
－
■
■
日
町
Ｐ
‘
“
１
１
１
Ⅶ
叫
州
刎
凹
Ⅶ
ｌ
刈
刈
０
１
川
１
１
０

ー エー

M

dI

の）

(特に緊急性のあるもの） 31

1 '
事務（会計等) 1 '

1

1

｜ ｜裁判部の業務を継続するために必要な事務
I I

1一戻雲訴訟に関する事務(上記以外）
;第1民事調停に関する事務

握藤手黒辮墓菫務(上記以外…）
! i裁判部の業務を継続するために必要な事務
■その他の罠事及び刑事事祥疋蔚矛惠事落一

督促手続に関する事務

Ｊ
１
剤
Ｉ
可
４
１
計
‐
奇
４
１

I
ｒ
、 1 4l

ト

I

一一
裁判部の業務を継続するために必要な事務（会計等）
その他の民事及び刑事事件に関する事務

1

1

5 1

1

0

第|上記いずれにも該当しない庶務・会計等の事務

辰1
位！

ロ

】
■
■

I
4

’
一『一 －雪一一一竺 －．画■ か』 ﾛロ凸 . ~上＝~ F寅 同F=一宅－－－－ロー一
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(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名：千葉地裁八日市場支部・簡裁・検審
－司 一 rー □ －－－ F ■ 、一■ 卓 宏一

－．』 車 一＝一 ＝＝ 弓､ー孟一 画ー一

１
１発生時継続業務のうち一般継続業務 ，

I 業務内容
｜文書の受付に関する事務
i保全に関する事務(特に緊急性のあるもの）
IDV事件に関する事務

業務内容

■
■
周
由
■
ｕ
Ｏ
Ｂ
ｑ
１
‐
Ｉ
ｂ
三
４
Ｍ
ｉ
旧
叩
丑
■
■
■
６
１
■
呂
守
ユ
も

日

ザ
。
■
口
■
言
Ｂ
Ｔ
四
”
Ⅱ
皿
■
Ⅱ
？
■
卍
Ｌ
且
■
Ｐ
Ｕ
凸
■
■
＆
■
■
■
■
▲
■

処理態勢（人）

I裁判官i書記官｜事務官

’一~.~－ －｢~~i ｢－F~‐
’

－qD F守q■

Ｉ
銅

。
Ｆ
ト
リ
ｒ
ｒ
巳
６
１
８
ｑ
■
Ⅱ
４
１
９
口
０
ⅡI 2

令状(身柄に関する裁判を含む｡ ）に関する事務

裁判部の一般継続業務を継続するために必要な事務（庶務・会計）

Iら

1
』

2

発生時継続業務以外の業務

《P
一一一宝＝一一マーー｣色盲一錨一言F＝＝一一F－－－－

1-－処蓮態勢(入ｱｰｰｰｰｰｰ
B……r雲塞言I 業務内容

■
１
１
Ⅱ
■
■
■
■
Ｆ
■
Ｌ
ｒ
・
・
Ｉ
ｑ
。
ｒ
・
ｂ
Ｉ
９
！
０

８ＦＩ

滴事非訟に関する事務（一定の迅速処理が』
i保全に関する事務（上記以外のもの）
第|倒産に関する事務（特に緊急性のあるもの）

,偽|刑事公判(勾留がきれている事件)に関する事務
位|略式手続に関する事務

－一一－一 口 ー マー ーーー■■■一一一 ＝五P一一－一一

商事非訟に関する事務（一定の迅速処理が必要な場合）劃

ゴ
‐
証
‐
ヰ

1 1

I

｡1 1

'第'順位の裁判部の業務を継続するために必要な事務 (庶務

’ 21給与関係事務
2

＝q q－－■ ■－－ ー一一－ ﾛ ｡一 屯 ヨ b ▼

－
１

■■ ■ ■一

民事訴訟に関する事務I 『

｜ |民事調停に関する事務
！ ’督促手続に関する事務

i l商事非訟に関する事務(一定の迅速処理が必要でない場合）

億1星雲臓戴擦撫tjo)
1位|刑事公判（勾留がざれていない事件）に関する事務
i l医療観察事件(鑑定入院命令‘決定がされていない事件)に関する事務｜
｜ Iその他の刑事事件に関する事務
i第2順位の裁判部の業務を継続するために必要な事務(庶務･会計1
l検察審査業務（公訴時効切迫事件）

商事非訟に関する事務（一定の迅速処理が必要でない場合）

倒産に関する事務（上記以外のもの）

ｂ
ｌ
Ⅱ
０
日
■
炉
』
９

1
1

1

１
１ 21

ｐ

・

田

５

８

６

Ｌ
４
１
Ｐ
ｂ
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｐ
ｒ
ｐ
ｑ
ｌ
ｌ
ｌ
■
Ｊ
ｄ

I1 9

1
1 1

ヤ

２
ｌ
１
－
２
ｌ
１
ｌ

一名一■一一一F＝－_－－＝＝－

｜ ｜上記いずれにも該当しない庶務。会計等の事務
検察審査会噸する業務‘上記以外…‘

L一一孟 1 一一豆聖÷ 一÷剣望 凸 』 ■ ー痔一一一一 ■b ＝ ■詫p－ーー F F P■ ■厘一ユニー ー 凸 ｴ屯一一二 一b 痒＝一一
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(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名：千葉地裁佐原支部,佐原簡裁
－瓦一ヱー毒 一q ､=＝＝- ｡ -. ‐~軸一一一一』F”ーー一三＝1 ‘■一一 ＝

発生時継続業務のうち一般継続業務

r－－~－－－ ‐ …壷圭一 処理態勢（人）
業務内容

I
Ｂ
Ｂ
Ｂ
■
画
Ｆ
１
■
■
Ｐ
・
Ｄ
Ｇ
Ｐ
ｑ
ｑ
Ｐ
Ｂ
Ｂ
』
陥
酔
Ｐ
願
勾
属
ｐ
Ｉ
１
０
且
ｈ
Ｌ
守
Ｐ
ｑ
ｂ
■

■

二■反ｒＢｒ

脾
阿

且
‐
Ｌ
Ⅱ
４
ｈ
吟
岬
■
》
■
Ｐ

ｌ
ｌ
■
０
８
９
．

ｂ
山
Ｊ
１
凸
廿
Ｆ
，
１
吋
■
■
■
■
皿
■
■
日
日
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
凸
■
■
Ｂ
■
■
■
田
朋
Ｈ
ｍ
ｇ
“
■
■
月
日
■
回
日

|文書の受付
|保全に関する事務(特に緊急性の高いもの）

’
裁判官｜書記官！ 事務官

巳＝ 己■ ■ 、一一 ユ

１

２

ｌ
ｉ
Ｉ
ｌ
１ｑ

巳

１

Ⅱ

１
０
１
１
１
６
Ｆ
４
１
１
日

■
Ⅱ
■

l

（受付，訟｜
廷事務を除’
いて) '

DV事件に関する事務

i令状に関する事務

|上記業務を継続するた
i裁判部の一般継続業務を継

上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務
裁判部の一般継続業務を継続するために必要な事務（司法行政）

1
I

b e

発生時継続業務以外の業務

｜
凶
＆

三
Ｊ
一
難

一
仇
一
旬
一
’

一
繍
蕊
》
１

－
処
一
縮
－
１
廷
い

理
Ｉ
‐
Ｔ
，
ｌ
‐

務
ｊ
事
て

一
’
一
櫛
一
ｌ
‐
‐
１
Ｗ
牌
ｒ

訟
除
．

一
一
ゞ
務

一
一
例
》

ご
一
副
”

一
一
の
内

一
丁
／
性
囲

一
↑
の
急
範

一
》
一
》
》
》

一
圧
碑
翰
欲

務
す
る
す

一
↓
事
関
す
続

一
一
る
に
関
継

一
庁
産
に
を

一
函
倒
続
務

一
庭
・
手
業

一
雁
輔
一
鰄
胤

一＝
－勺幸二r狙阜
一一

1
業務内容
一一二
ー

■▽T
d
蟠閂一一一師q■ー■レァ･l＝卜

1II

（訟廷事務’

を除いて）’｜‘
－

’ 2

。ｇ８ＵＤ．０＋

1

'一|謝迦塾｣唾嵯建謹鐘遥た連に碆臺密菱_回逓塑__j－－－－－－－L2－－
｜ ｜民事訴訟に関する事務

｜ ，トー'第|執行・倒産に関する事務(上記以外のもの） ｜ ’

辰|その他の民事事件に関する事務 ’ ‘ ‘ ’
位i刑事公判に関する事務
｜裁判蔀の第'順位の業務を継続するために必謹事逢国法行政)－1－－－－－」一1__､_

蔭1…E獅繍人事､会計資料等の事務 l ] I I 2

１１Ｉ

１１１１１１１■１Ｉ４８９００■Ⅱ■。Ｌｌｌｌ

2

1

｜Ｉ

1

1 2

3

一｜ ’ －－－一

０

ｑ

側

｜
順

位1！
一

’
－‐－一

a



1

'（別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 市川簡易裁判所
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｗ
ト
ー
ｌ
Ⅲ

発生時継続業務のうち一般継続業務

処理態勢（人）

裁判官1書記官 事務官’
I
F言1

業務内容

|文書の受付に関する事務

|令状(身柄に関する裁判を含む。 ）に関する事務

|保全に関する事務(特に緊急性の高いもの）

業務内容

’

’ ’1
1

I
D

1

I
ﾛ■■■

９
■
０
６
８
Ⅱ
９
日
■
■
Ⅱ
８
帥
０

．
Ｋ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
■
Ｂ
Ｌ
，
巳
・

Ｉ
■
則
■
日
日

発生時継続業務以外の業務
珂
川
剖

庁
■

’一一
ﾏーロー ロー

I 処理態勢 ）

I 業務内容
裁判官 書記官

－
１
３

丁
二
ｉ
‐

－
２

－
１
３

－
１
－
１
２

－

務薄

霧

職

事｛る

藤
硴
務
一

一
こ
り
件
事

一
川
の

事
る
一

一
件
も

い
す

事
の

な
関

る
外
、

に

一
い
以
ｖ

件

一
脈
務
務
務
務
事

ぞ
記

ゞ
れ
上

一
さ
事
事
事
事
事

一
く
恥
鰯
獅
鮴
率
鯏
》
鋤

一
胸
す
一
く
に
に
に
に
民

判
関
判
続
訟
停
続
の

一
公
に

臓
一
瞬
噺
聯
》
鋤

一
鵬
腱
Ｉ
‐
！
！
‐
！
‐
ｌ
‐
１
１
‐
ｌ
ｉ
Ｉ
Ｉ

一
一
第
１
順
位
一
第
２
順
位

－厘竺卓一一一甲一三車面いー＝ユーーーニ

｜
’1｜］2
L

11 ！
‐
－
１

｜
，
32

－＝1■一一＝＝

１

ｄ
ｒ

一PL ﾛ = ~一弓
エー

師
螺
一
一
一
一
．

上記‘
､ず’

1

れに揃凱ない柵人事｡会計債料等｜の事務
ｑ
ｌ

Ｆ、
巳
包
■
■
■
且
日
日
畠
Ｌ
Ｅ
凸

島
叫
け
見
即

■
■
■
■
ｚ
■
唖
■

－

こ

１

１
‘
－
１

ｌ
Ｉ

ｐ
ｐ
Ｌ
ｐ
Ⅱ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‘
。

ヨ ーー 一

－ーと ■与一■一卓一匿一一・ 一一q L L－1 →－ 一 一二 一二
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(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 銚子簡易裁判所
一一一

■一一＝ヨーロq一＝ーP ■■ユマ －pー■a孟 子 r四五一一#句一君一 ＆。←や田. 五一一面 =エ や－－－■

発生時継続業務のうち一般継続業務
串妙1ｰ■ F ｰ■ ■､戸一F_ = _ △ 記■ r･豆ｰ画一■g D 一F ■－．－＝■ ■ユ 1寺一一一弓一 年一一

１
１

業務内容

i保全に関する事務（特に緊急性の高いもの）
i令状（身柄に関する裁判を含む。 ）に関する事務

|上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務
I文書の受付に関する事務

裁判部の一般継続業務を継続するために必要な事務

1 1
1

i
l

1

｜
墨
謡

|発生時継続業務以外の業務

１

１
１
１

１
Ｆ
‐1 処理態勢（人） 、 ，

裁判官 書記官 ｜事務官

1－ー■－訂

Ｉ
…業務内容

｜保全に関する事務（上記以外のもの）

第|刑事公判（勾留がされている事件）に関する事務
1 1略式手続に関する事務

第１

順
位
一
第
２
順
位
一 il

炉
■
Ｏ
Ｙ
１
Ｉ
ｍ
Ｄ
０
ｐ
■
■
ｐ
Ｑ
Ｒ
ｒ
■
■

1 1

句

上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務 ｜

第1順位の裁判部の業務を継続するために必要な事務 ｜
給与事務 ’

１
０
．
○
Ｐ

ｒ
Ｌ
Ⅱ
Ｐ
Ｉ
ｂ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

Ｕ
■
１
■
０
０
１
１
１
■
ｆ
■
日
日
■
■
■
ｌ
■
・
け
り

巳

■

・

１

１

Ｊ

1

－－■■ ＝－ロー一 一ロマ

民事訴訟に関する事務

督促手続に関する事務

民事調停に関する事務

執行に関する事務

その他の民事事件に関する事務

刑事公判（勾留がされていない事件）に関する事務
その他の刑事事件に関する事務

禦繊薫鱸蕊毒菫

１
ｔ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
卜
匹
ｌ
Ｐ
０
Ｉ

ｈ
句
■
■
■
卜

・１

四

■

4

1 1

』

ト

するために必要な事糾
'一・一~.~.｡~一一.一

1 1上記いずれにも該当しない総務･人事・会計，資料等の事務1
,第’

'31 1
，涯！

I 1 ;

‘ 1 1

1 ‘． ’

6

ｌ
ｈ
ｌ

Ｐ
Ｉ
ｂ
ｐ
■
■
０
二
Ｌ
・

■
■
凸

－－－ 一一一一ニヱーニーー一－－－讐一一一－，ﾏｰｰ. ‘■－b圏 ■■ ＆1』 ■P 凸自■ロー 両マ､一 一一一＝日面一一 ■一一. F一一 =壱一画な』一 コ ー ざー

’



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 東金簡易裁判所

I

発生時継続業務のうち一般継続業務

｢一一一一~－重重=三一一一一一一
ー5－ロタヴp p－

令状

文書の受付に関する事務

1 I

処理態勢（人）

裁判官 書記官 事務官一

l 2

’

裁判部の一般継続業務を継続するために必要な事務

発生時継続業務以外の業務

’
第
３
順
位

裁判官

処理態勢（人）
ﾚ

ﾄ 書記官

1 1

■

’

1

l 2

Ｉ

Ⅱ

１

■

■

■

■

０

。

■

６

ｌ

９

ｌ

Ｉ

Ｕ

ｔ

６

■

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

９

６

Ⅱ

Ｉ

Ｊ

Ｉ

I

ﾛ

事務官

1

－

1
一

I 。

業務内容

第
１
順
位

保全

刑菩葦公判（勾留がされている事件）

略式手続

給与事務

第
２
順
位

民事訴訟刑事公判（勾留がされていない事件）

督促手続
民事調停

過料

上記いずれにも該当しない総務・人事・会計・資料等の事務 1
I
C

I



【機密性2】

(令和2． 4． 8）

緊急事態宣言下での執行事件の実施業務について（確定版）

継続業務

郵便物，宅配便の受付及び配布

提出書類の立件

電話等の問合せ対応

継続業務以外に実施する業務

不動産関係

(1) 執行停止，執行取消し

(2) 不動産競売の開始決定，差押登記

※現況調査命令，評価命令は発令しない。

※ケ事件については，縮小態勢で可能な範囲で順次発令（通常

処理より遅れることは可）

(3) 期日の取消し等

ア配当期日，弁済金交付日 （既指定のもの）

※ただし， 4月20日以降のもの‐

イ売却実施処分の取消し（4月15日， 5月20日の各開札期日分。

それ以降の開札期日分については，今後の情勢により判断）

※ 緊急事態宣言期間中の売却実施処分（4月15日， 4月30

日）は行わない。

ウ代金納付期限

新たな代金納付期限は指定しない。

既指定分については延期しない。ただし，最高価買受申出人の希

望があれば柔軟に延期する（連絡が付かないまま納付期限を迎えた

最高価買受申出人については，延期をするかどうかを裁判官と相談

する。）。

(4) 取下げ処理

(5) 配当期日，弁済金交付日

１
１
２
３
２
１

第
第



【機密性2】

4月17日までの既指定分を実施する。新たな期日等の指定は行

わない。

（6） 特に緊急性が高い引渡命令申立事件の処理（執行官とは個別に調

整する。）

2 債権関係

（1） 執行停止，執行取消し

（2） 期日の取消し等

配当期日， 弁済金交付日 （下記(5)を除く。）

（3） 債権差押命令の発令，第三債務者への送達

（4） 取下げ処理

（5） 配当期日， 弁済金交付日

4月17日までの既指定分を実施する。毎月配当を行う定期金（養

育費，婚姻費用等の扶養義務に係るもの）については，その後も実施

し，期日指定も行う6その他の配当等の期日は，新たに指定しない。

3 財産開示，第三者からの情報取得関係

停止及び取消し



令和2年4月8日

千葉地裁民事部

緊急事態宣言発効中の執行官取扱い事件の取扱い

動産執行（執イ）事件

原則執行を行わなb《(新件は期日を入れない,期日が指定されている事件は変更する｡）

ただし，売上金の差押えなど，急を要する事件については執行する（個別判断)。

1

、

2建物明渡し等（執ロ）事件

（1） 新件については催告期日を指定しない。

（2） 既指定の催告期日 （4月9日から5月6日までの分）は取り消す。

（3） 既指定の断行期日については変更しない。

ただし，債務者が感染を疑わせる症状を示している場合などは，過酷執行として執

行を行わないこともあり得る。

3保全執行（執ハ）事件

全件執行を行う （民事保全法43条2項)。

4現況調査事件

調査期日が入っていない事仲については行わない

既に調査期日が入っている事件については， 当事者から来場の求めがあったときのみ

行う （それ以外は変更する。)。

5 その他， 自動車の引渡し執行など期限が定められたものや緊急性の高いもの



緊急事態宣言の期間中の事務処理について（破産管財・通常再生）
〆

1 新件受理

新件は全て受理し，立件する。

2 開始決定

特に緊急性のある事件については，直ち‘に開始決定（再生は監督命令

等）をするが，それ以外の事件は，無理のない範囲で順次開始決定をす

る。

3 許可申請

優先度の高いものから順次処理し，優先度の低いものは処理が遅れる

（必要に応じて，申請者にタイムリミットを確認する。）。

4 債権者集会，免責審尋期日

4月13日から5月6日までの間の期日は，速やかに当事者等に連絡

をとり，期日への出頭をしないよう求めた上で， 当事者等全員不出頭の

まま実施し，原則として，続行期日を12週間後の同じ曜日の同じ時刻

（既に調整済のものを除く。）に指定する。

（1） 続行期日の官報公告→不要

（2） 管財人に対する確認事項

ア郵便回送嘱託延長の要否

イ次回期日の日時

5債権者への対応

（1） 電話での問い合わせに対する回答

（期日前） 「新型コロナ感染防止のために，今回の期日には，破産管財
人，破産者，破産者代理人は出席を差し控えていただくこと

にしました。期日はそのまま続行し，次回は約3か月後とな

る見込みです。具体的な日時は，後日お問合せください。」

（期日後） 「次回期日は，○○月○○日○○時○○分です。｣

（2） 集会場入口に掲示

当日，次回期日を付記した集会期日一覧表を集会場の入口に掲示す

る。



【機密性2】

(令和2．4． 10干葉簡裁）

緊急事態宣言下での支払督促事件の実施業務について（メモ）

4月13日 （月）以降，緊急事態宣言終了までの間，支払督促事件につ

いての実施業務は次のとおりとする。

第1 優先業務

1 郵便提出書面及び窓口提出書面の受付

2 支払督促申立て及び仮執行宣言申立ての立件

3 異議申立てについての処理

4 電話等の問合せ対応

第2 優先業務以外に実施する業務 ，

1 支払督促正本の送達通知

※ 『仮執行宣言の申立てをすることができる時から30日以内」に申立て

をしないと支払督促が失効するため，債権者に速やかに通知をする必要

性が高い。

2 その他，再送達事務や不送達通知事務等について

優先業務及び上記1の業務を行った上，余力があれば行う。

第3 実施しない業務

新件の支払督促の発付，仮執行宣言申立てに対する仮執行宣言は，行

． わない。

また， 「宛所なし」又は「転居先不明」を理由とする不送達通知は行

わない（※債権者が通知を受けた日から2か月以内に新しい送達場所の申出

をしなければ取下げ擬制となるため。)。

以上



新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消し等について

政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言及び

千葉県の外出自粛要請等を踏まえ，千葉地家裁管内の裁判所において， 4

月8日から5月6日までの間に実施される予定であった期日については以

下のとおり取り扱われます。

1 民事事件及び行政事件

民事事件及び行政事件については， 次の事件を除いて指定期日が取り

消されます。新たな期日については，指定され次第，担当部（室・係）か

ら連絡があります。御不明の点があれば，担当部等にお問い合わせくだ

さい。

（1） 民事保全事件（行政事件の仮の救済手続を含む。）

（2） 配偶者暴力等(DV)に関する保護命令事件

（3） 人身保護事件

（4） 民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの

（5） 倒産事件のうち特に緊急性のあるもの

2 刑事事件

刑事事件については， 上記の期間に指定されていた裁判員裁判事件の

裁判員選任手続期日及び公判期日は変更される見込みです。裁判員裁判

以外の事件のうち一部についても期日が変更される見込みです。保釈な

ど緊急性の高い業務は，通常どおり行っています。

3 家事事件

家事事件に関し，調停事件，審判事件等期日が指定されている事件に



ついては，次の事件を除いて指定期日が取り消されます。人事訴訟事件

についても，期日指定がされている事件については，指定期日が取り消

されます。新たな期日については，指定され次第，担当部等から連絡があ

ります。御不明の点があれば，担当部等にお問い合わせください。

(1) 児童福祉法上の一時保護事件，審判前の保全事件等急を要する事件

(2) 子の監護に関する事件で，特に急を要する事件

4 少年事件

少年事件については， 上記の期間に指定ざれている審判期日は，原則

として取り消されますが，観護措置がとられている事件のほか,特に急

を要する事件については，審判期日を開く場合があります。新たな期日

については，指定され次第，担当部等から連絡されます。御不明の点が

あれば，担当部等にお問合せください。

O

なお，裁判所に提出される文書の受付業務は継続しておりますが，文書

の提出につきましては， なるべく郵送で行っていただきますよう御協力を

お願いいたします。

～
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業務継続計画（地裁館山支部庶務）

緊急事態宣言が同月8日から発効したことに伴い，以下の対応を行う。

事務処理態勢

登庁する職員を出勤グループと在宅勤務グループとの振り分け，職員

1

’ の人数を減らして事務処理を行う。

2 発令時継続業務のうち一般継続業務

（1） 文書の受付

（2） 裁判部の上記業務を継続するために必要な事務

（3） 保管金事務

（4） 庁舎管理事務

（5） 物品調達事務

3 発令時継続業務以外の業務

（1） 第1順位

裁判部の上記業務の第1順位を継続するために必要な事務

（2） 第2順位

裁判部の上記業務の第2順位を継続するために必要な事務

（3） 第3順位

上記のいずれにも該当しない庶務。会計等の事務

’

‘b
~
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業務継続計画（地裁館山支部。民事）

緊急事態宣言が同月8日から発効したことに伴い，以下の対応を行う。

1 事務処理態勢

登庁する職員を出勤グループと在宅勤務グループとの振り分け，職員

の人数を減らして事務処理を行う。

2 優先処理業務

（1） 指定期日の取消し

4月8日から5月8日までの間に指定された訴訟及び調停期日を取

り消す。

（2） 破産事件について

破産管財人に登庁の可否を確認し，登庁不能であれば債権者集会期

日 （次回期日）を延期する。破産管財人が登庁可能であり，破産手続終

局見込み（次回カラ期日を含む。）であれば，期日を維持する。なお，

、1

’

この場合においてジ破産者が来庁する必要性について検討する。

（3） 来庁自粛の要請

電話による問い合わせに対しては，郵送での対応をお願いする。

3 発令時継続業務のうち一般継続業務

文書の受付

4 発令時継続業務以外の業務

（1） 第1順位

ア保全事件

/f DV事件

（2） 第211偵位

ア執行に関する事務（特に緊急を要する手続）

イ倒産に関する事務（特に緊急を要する手続）

（3） 第3順位

↑



民事訴訟に関する事務

民事調停に関する事務′

執行に関する事務（上記(2)を除く。 ）

倒産に関する事務（上記(2)を除く。 ）

ア
イ
ウ

エ

その他の民事事件に関する事務オ
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業務継続計画（地裁館山支部，館山簡裁。刑事）

緊急事態宣言が同月8日から発効したことに伴い，以下の対応を行う。

1 事務処理態勢

登庁する職員を出勤グループと在宅勤務グループとの振り分け，職員

の人数を減らして事務処理を行う。

2 優先処理業務

公判の係属が3件（在宅1件，勾留2件）あるが全て期日を変更した。

１

3 発令時継続業務のうち一般継続業務

(1) ‐文書の受付

（2） 令状に関する事務

4 発令時継続業務以外の業務

（1）第1順位

ア身柄に関する事務

イ略式手続に関する事務

ウ起訴状送達に関する事務

エ国選弁護人選任に関する事務

（2） 第2順位

ア上記(1)以外の刑事公判（勾留中）に関する事務

イ上訴に関する事務

（3） 第3順位

ア上記(1)以外の刑事公判（在宅）に関する事務

イ、その他の刑事事件に関する事務

↓

’
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業務継続計画（館山簡裁・民事）

緊急事態宣言が同月8日から発効したことに伴い，以下の対応を行う。

1 事務処理態勢

登庁する職員を出勤グループと在宅勤務グループとの振り分け，職員

の人数を減らして事務処理を行う。

2優先処理業務

（1） 指定期日の取消し

訴訟及び調停事件で， 4月8日から5月8日までの間に指定された

．
で
勺
０
、
内
迦
■
。 全ての期日を取り消した。

(2) 来庁自粛の要請

電話による問い合わせに対しては，郵送での対応をお願いする。

3 発令時継続業務のうち一般継続業務

文書の受付

4発令時継続業務以外の業務

（1） 第1順位

保全事件

（2） 第2順位

ア民事訴訟に関する事務

イ民事調停に関する事務

ウ督促手続に関する事務

エその他の民事事件に関する事務

I

イ
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【機2】

業務継続計画(地裁佐原支部）

4月7日に千葉県にも緊急事態宣言が発令され，同宣言が同月8日から

発効することに伴い，以下の対応を行う。

1 事務処理態勢

4月13日から5月6日まで，地家裁佐原支部及び佐原簡裁の業務を

各業務継続計画に基づいて縮小することに伴い，裁判官及び職員の登庁

を別添のとおりとする。

2 発令時継続業務のうち一般継続業務

（1） 文書の受付

（2） 裁判部の上記業務を継続するために必要な事務

（3）保管金事務

（4） 庁舎管理事務

（5） 物品調達事務

3 発令時継続業務以外の業務

（1） 第1順位

裁判部の上記業務の第1順位を継続するために必要な事務

（2）第2順位

裁判部の上記業務の第2順位を継続するために必要な事務

（3） 第3順位

上記のいずれにも該当しない庶務。会計等の事務

‘
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【機2】

業務継続計画（地裁佐原支部・民事）

4月7日に千葉県にも緊急事態宣言が発令され， 同宣言が同月8日から

発効することに伴い，以下の対応を行う。

1 事務処理態勢

4月13日から5月6日まで，地家裁佐原支部及び佐原簡裁の業務を

各業務継続計画に基づいて縮小することに伴い，裁判官及び職員の登庁

を別添のとおりとする。

2 優先処理業務

（1） 指定期日の取消し

訴訟事件につき， 4月8日から5月6日までの間に指定された期日

を取り消す。また，従前の方針（5月15日までの期日を取り消す方針）

に従って期日を取り消したものについては，期日取消しを維持する。

なお，地裁の調停事件及び債権配当事件には該当事件がない。

（2） 破産事件について

破産管財人に登庁の可否を確認し，登庁不能であれば債権者集会期

日 （次回期日)を延期する。破産管財人が登庁可能であり，破産手続終

局見込み（次/々回カラ期日を含む｡）であれば，期日を維持する。なお，

この場合において，破産者が来庁する必要性について検討する。

（3） 来庁自粛の要請

電話での問い合わせに対しては，可能な限り郵送での対応をお願い

する。なお，来庁を拒否するものではない。

3 発令時継続業務のうち一般継続業務

文書の受付

4 発令時継続業務以外の業務

（1） 第1順位

ア保全事件

し1

1
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【機2】

zr DV事件

(2) 第2順位

ア執行に関する事務

イ倒産に関する事務

(3) 第3順位3順位

(特に緊急を要する手続）

(特に緊急を要する手続）

民事訴訟に関する事務

民事調停に関する事務

執行に関する事務（上記(2)を除く・

倒産に関する事務（上記(2)を除く・

その他の民事事件に関する事務
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ウ
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【機2】

業務継続計画（地裁佐原支部，佐原簡裁。刑事）

4月7日に千葉県にも緊急事態宣言が発令され， 同宣言が同月8日から

発効することに伴い，以下の対応を行う。

1 事務処理態勢

4月13日から5月6日まで，地家裁佐原支部及び佐原簡裁の業務を

各業務継続計画に基づいて縮小することに伴い，裁判官及び職員の登庁

を別添のとおりとする｡

2優先処理業務

4月30日に指定されていた正式裁判請求事件の公判期日を取り消す。

なお，当支部及び当簡裁に係属している公判請求事件は本件のみである。

9

〃

3 発令時継続業務のうち一般継続業務

(1) 文書の受付

（2） 令状に関する事務

4 発令時継続業務以外の業務

（1） 第1順位

ア略式手続に関する事務

イ起訴状送達に関する事務

ウ 国選弁護人選任に関する事務

（2） 第2順位

上訴に関する事務

（3） 第3順位

ア刑事公判（在宅）に関する事務

イその他の刑事事件に関する事務

1’

’
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【機2】

業務継続計画（佐原簡裁。民事。案）

4月7日に千葉県にも緊急事態宣言が発令され， 同宣言が同月8日から

発効することに伴い，以下の対応を行う。

1 事務処理態勢

4月13日から5月6日まで，地家裁佐原支部及び佐原簡裁の業務を

各業務継続計画に基づいて縮小することに伴い，裁判官及び職員の登庁

を別添のとおりとする。

2 優先処理業務

（1） 指定期日の取梢

訴訟事件及び調停事件につき， 4月8日から5月6日までの間に指

定された期日を取り消す。

（2） 来庁自粛の要請

. ’

噂

電話での問い合わせに対しては，可能な限り郵送での対応をお願い
'

する。なお，来庁を拒否するものではない。

3 発令時継続業務のうち一般継続業務

文書の受付

4 発令時継続業務以外の業務

（1） 第1順位

保全事件

（2） 第2順位

ア民事訴訟に関する事務

イ民事調停に関する事務

ウ督促手続に関する事務

エその他の民事事件に関する事務
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